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１１））  障障害害者者総総合合支支援援法法にに基基づづくく障障害害福福祉祉ササーービビスス  身身  知知  精精  発発  難難病病  

平成２５年（２０１３年）４月に「障害者自立支援法」が改正され、「障害者総合支援法」が施行されました。 

これは、地域社会における共生の実現に向けて、障害福祉サービスの充実等障害者の日常生活及び社会生活

をより総合的に支援するためのもので、以下の点において充実が図られました。 

 

○ 障害者の範囲に、難病等を追加。難病患者等であって、本法における障害者の定義に該当する場合は、障害

者手帳が取得できない場合であっても、障害福祉サービス（表１）を利用していただけます。（対象となる難病

の範囲については７８・７９ページのとおりです。） 

○ 「障害程度区分」から「障害支援区分」への改正（平成２６年４月施行） 

○ 障害者に対する支援の充実（一部平成２６年４月施行） 

○ サービス基盤の計画的整備 

 

表表 11  障障害害者者総総合合支支援援法法にに基基づづくく障障害害福福祉祉ササーービビスス  

①介護給付 ②訓練等給付 

居宅介護（ホームヘルプサービス） 

重度訪問介護 

同行援護 

行動援護 

療養介護 

生活介護 

短期入所（ショートステイ） 

重度障害者等包括支援 

施設入所支援 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型・Ｂ型） 

共同生活援助（グループホーム） 

就労定着支援 

自立生活援助 

★ 障害者施策と介護保険との関係 

障害者施策と介護保険とで共通するサービスは、介護保険から受けていただくことが基本です。 

  

  

  

  

  

  

  

＜＜利利用用者者負負担担のの仕仕組組みみ＞＞  

「障害者総合支援法」では、サービスの利用の際に必要となる利用者負担の額は、所得に応じた負担となります。

ただし、サービス利用量が少なく、費用の１割負担のほうが低い場合には、１割負担となります。(表２) 

また、食費や光熱水費等の実費負担については、所得が低い方に配慮した軽減措置（表３）が設けられていま

す。 

 

 

 

★平成２７年４月から、障害福祉サービス・地域相談支援（※）を利用する場合、支給決定の際には、必ず

「サービス等利用計画案」等を提出いただくことになりました。（ただし、介護保険の利用者の方は、原則

不要です。また、地域生活支援事業だけの利用の方は不要です。） 

※精神科病院や入所施設等に入所中の場合に、地域生活に移行するための支援を行う「地域移行支援」

と一人暮らし等の場合に家族に代わって緊急時支援等を行う「地域定着支援」があります。 

  

７７．．介介護護・・介介助助  
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表表２２  利利用用者者負負担担額額  

所得区分 
利用者負担額(月額) 

＜ただし、費用の 1 割に相当する額の方が低い場合は、１割に相当する額＞ 

生活保護 
０円

低所得（※１） 

一般１（※２） 
居宅で生活する１８歳未満の障害児 ４，６００円

居宅で生活する１８歳以上の障害者及び２０歳未満の施設入所者 ９，３００円

一般２（※３） ３７，２００円

※１ 低所得：市民税非課税世帯※４に属する方 

※２ 一般１：市民税課税世帯※４に属する方で、次のア又はイに該当する方 

ア 居宅で生活している方で、市民税所得割額※５が１６万円（１８歳未満の場合は２８万円）未満の方 

イ 施設に入所している２０歳未満の方で、市民税所得割額※５が２８万円未満の方 

※３ 一般２：市民税課税世帯※４に属する方で、「一般１」以外の方 

※４ 世帯：住民票上の世帯が原則ですが、１８歳以上の場合は本人とその配偶者のみを世帯としてみなす。 

※５ 市民税の所得割額は、1 月 1 日に堺市を含む政令指定都市に住所を有していた方の場合、8％ではなく 6％

の税率で算出します。 

 

表表３３  利利用用者者負負担担のの軽軽減減措措置置  

配慮措置の種類 

入所施設 

（２０歳以上

の利用者） 

入所施設 

（２０歳未満

の利用者） 

通所施設 

ショート 

ステイ 

グループ 

ホ ー ム 

ホーム 

ヘルプ 

サービス

定率負担 
(ア) 高額障害福祉サービス費 ○ ○ ○ ○ ○ 

(イ) 生活保護への移行防止 ○ ○ ○ ○ ○ 

食費・ 

光熱水費 

(ウ) 補足給付 ○ ○  ○   

(エ) 通所サービス等の食費軽減   ○   

 

((アア))  ・・高高額額障障害害福福祉祉ササーービビスス費費  

世帯の中で障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合、児童福祉サービスの利用者がいる場合や、介護

保険サービスを利用している人が障害福祉サービスを利用した場合は、利用者負担額を超えた分が高額障害福

祉サービス費として支給されます。（原則、申請に基づく償還払い方式となります。） 

例えば、一般２の世帯で２人以上の方が障害福祉サービスを利用する場合であっても、世帯全体の利用者負

担の合計額としては、３７，２００円が上限となります。 

なお、平成２４年４月から、補装具と障害福祉サービス利用の場合も対象となっています。    

 

・・高高齢齢障障害害者者のの介介護護保保険険ササーービビススのの利利用用者者負負担担軽軽減減  

ホームヘルプやショートステイなどの障害福祉サービスを利用してきた方が、６５歳以降にそれに相当する介護

保険のサービスを利用した場合は、利用者負担が軽減される場合があります。 

 

((イイ))  生生活活保保護護へへのの移移行行防防止止  

各種の利用者負担軽減措置を講じても、利用者負担や食費等を負担することにより生活保護の対象となる場

合は、生活保護の対象とならない額まで利用者負担額や食費等実費負担を引き下げます。 
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 （（ウウ）） 補補足足給給付付 

入所施設の食費及び光熱水費の実費負担額は施設ごとに設定されますが、実費負担額のうち、収入に応じた

一定額を減額する措置が講じられます。 

なお、減額した額については、市から施設へ補足給付として支払われます。 

また、グループホームについても、低所得の方を対象として、月額１万円までの範囲で、家賃を補助します。 

 

 ((エエ))  通通所所ササーービビスス等等のの食食費費軽軽減減 

通所施設またはショートステイ（短期入所）を利用する場合、所得が低い方（１８歳以上の場合は市民税所得割

額１６万円未満の方、１８歳未満（児童）の場合は市民税所得割額２８万円未満の方）については、食費のうち、食

材料費のみの負担となるよう減額（人件費相当分を減額）する措置が講じられます。 

なお、減額した額については、市から施設へサービス報酬に加算して支払われます。 

 

((オオ))  利利用用者者負負担担額額のの免免除除 

     利用者等が、災害その他厚生労働省令で定める特別の事情により、障害福祉サービスに係る利用者負担が

困難であると認められる場合は、利用者負担額を免除できる場合があります。 

 

   <特別な事情とは> 

１ 利用者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災

害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。 

２ 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受

け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。 

３ 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著し

い損失、失業等により著しく減少（※）したこと。 

４ 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不

作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。 

 

（※）新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少した場合も含みます。 
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＜＜障障害害福福祉祉ササーービビスス利利用用のの手手続続きき＞＞  

①①相相談談・・支支給給申申請請  障害福祉サービスの利用にあたっては、お住まいの区の地域福祉課、保健センタ

ー、基幹相談支援センター、相談支援事業者などへご相談ください。 

利用したいサービスが決まれば、身体障害者および知的障害者の方は各区地域福

祉課へ、精神障害者および難病患者等の方は各保健センター（美原区は地域福祉

課）へ支給申請を行います。 

 

②②「「ササーービビスス等等利利用用  

計計画画案案」」のの作作成成・・  

提提出出 

相談支援専門員がいる事業所（指定特定相談支援事業所）と契約し、「サービス等利

用計画案」を作成していただき、支給申請を行った窓口へ提出ください。 

  

③③支支給給決決定定  市は、申請者の居宅を訪問して生活や障害の状況についての面接調査を行い、支

給決定を行うとともに、その内容を記載した受給者証を交付します。（表１で「①介護

給付」に該当するサービスについては、障害支援区分を認定した上で支給決定を行

います。） 

 

④④「「ササーービビスス等等利利用用  

計計画画」」のの作作成成 

指定特定相談支援事業所が、指定事業者、指定一般相談支援事業者との連絡調整

等を行うとともに、支給決定に基づいて「サービス等利用計画」を作成します。 

 

⑤⑤契契約約のの締締結結  支給決定を受けた方は、指定事業者の中からサービスを受ける事業者を選択して利

用申し込みを行い、受給者証を提示して契約を締結します｡その際、事業者から経営

者の名称、事務所所在地、提供してもらうサービスの内容など記載した書面（重要事

項説明書）が交付されます。 

 

⑥⑥ササーービビススのの提提供供  利用者は、契約に基づいて指定事業者からサービスを受け、利用者負担額を指定

事業者に支払います。 
 

⑦⑦利利用用状状況況のの確確認認  指定特定相談支援事業所が、利用状況の確認を行い、必要であれば計画を見直し

ます。（②に戻る。）  

 

●問合わせ先 各区地域福祉課又は各保健センター 

  

    

★平成２７年４月から、障害福祉サービス・地域相談支援（※）を利用する場合、支給決

定の際には、必ず「サービス等利用計画案」等を提出いただくことになりました。（た

だし、介護保険の利用者の方は、原則不要です。また、地域生活支援事業だけの利

用の方は不要です。） 

※精神科病院や入所施設等に入所中の場合に、地域生活に移行するための支援を行

う「地域移行支援」と一人暮らし等の場合に家族に代わって緊急時支援等を行う「地

域定着支援」があります。 
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２２））  移移動動支支援援事事業業（（ガガイイドドヘヘルルププササーービビスス））  身身  知知  精精  

「障害者総合支援法」では、ガイドヘルパーの制度は市町村が行う地域生活支援事業の１つとして位置付けられ

ています。堺市では、以下のとおり実施しています。 

＜＜ササーービビスス内内容容＞＞  

屋外での移動が困難な方に対してガイドヘルパーが付き添いを行うことにより、社会生活上必要不可欠な外

出や、余暇活動等社会参加のための外出の際の移動を支援します。 

 

＜＜対対象象者者＞＞  

単独で外出することが困難で、付き添いを必要とする状況にある全身性障害者、知的障害者及び精神障害

者（行動援護、重度訪問介護利用者を除く。） 

   なお、視覚障害者の方については、「同行援護」の利用となります。 

 

＜＜利利用用者者負負担担のの仕仕組組みみ＞＞  

堺市では、所得にかかわらず一定時間数までの利用については無料とし、それを超える利用についてのみ１

割負担（３０分あたり８０円となります。）が発生する仕組みとすることで、利用者の負担軽減、社会参加の促進

を図っています。 

区 分 無料 １割負担 

身体障害者 ～２５時間 ～５０時間 

知的障害者・精神障害者 ～１８時間 ～４０時間 

１８歳未満の障害児 ～１０時間 
～２０時間 

（８月のみ４０時間）

施設入所者 

（１８歳以上） 

一時帰宅中の外出 ～１５時間 ～２５時間 

施設を起点とする外出 ―― ～２５時間 

施設を起点とする外出で、地域生活

への移行をめざす場合（１年間のみ） 
～１５時間 ～２５時間 

※市民税非課税世帯の場合は、１割負担はありません。 

＜＜ササーービビスス利利用用のの仕仕組組みみ＞＞  

１）の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスと同様です。 

●問合わせ先 各区地域福祉課又は各保健センター 

  

＜＜22人人介介護護対対象象者者のの利利用用時時間間＞＞    

            対象者１人に対してその移動支援の提供に2人のガイドヘルパーが従事する場合は、上記の利用時間数の

２倍の範囲内で利用することができます。 

●問合わせ先 各区地域福祉課又は各保健センター 

  

３３））  重重度度訪訪問問介介護護利利用用者者等等大大学学修修学学支支援援事事業業  身身  知知  精精  

      重度訪問介護を利用する障害者を対象に大学などに修学する際の通学及び大学などの敷地内における身体介

護などの支援を実施します。 

＜＜利利用用者者負負担担のの仕仕組組みみ＞＞  

身体介護等に係る支援３０分あたり８０円 

医療的介護に係る支援３０分あたり５１９円 

負担上限額４,０００円、市民税非課税世帯の場合０円 

●問合わせ先 各区地域福祉課又は各保健センター 
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４４））  日日中中一一時時支支援援事事業業（（日日帰帰りりシショョーートトスステテイイ））  身身  知知  精精  発発  難難病病  

「障害者総合支援法」では、短期入所（ショートステイ）のうち宿泊を伴わないもの（いわゆる「日帰りショートステ

イ」）については、市町村が行う地域生活支援事業の１つとして位置付けられています。 

堺市では、以下のとおり実施しています。 
 

＜＜利利用用者者負負担担のの仕仕組組みみ＞＞  

原則１割となりますが、以下のとおり負担上限月額を設けています。 

生活保護 低所得 一般 

０円 ０円 ４,０００円 

＜＜対対象象者者＞＞  

宿泊を伴う短期入所（ショートステイ）の支給決定を受けている方 

＜＜ササーービビスス利利用用のの仕仕組組みみ＞＞  

１）の障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスと同様です。 

●問合わせ先 各区地域福祉課又は各保健センター 

  

５５））  訪訪問問入入浴浴ササーービビスス  身身    

このサービスによらなければ入浴することが困難な身体障害者の方の居宅に訪問し、入浴サービスを提供しま

す。   

●必要なもの 身体障害者手帳 

●自己負担 サービス料の１割 

ただし、所得に応じた負担上限（月額）が設けられています。 

負負担担上上限限月月額額  

区 分 負担上限月額 

生活保護法による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定

配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受け

ている方 

０円 

低所得世帯に属する方 

市民税課税世帯に属する方 ４,０００円 

※ １か月間に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額を超える負担は生じません。 

※ 住民票上の世帯が原則ですが、１８歳以上の場合は本人とその配偶者のみを世帯として

みなします。 

●問合わせ先 各区地域福祉課 

  

  

６６））  障障害害児児施施設設入入浴浴ササーービビスス  身身  知知   

   自宅での入浴が困難な障害児に、施設で入浴（送迎付）が受けられるサービスを提供します。 

●対象者 

 

特別支援学校中学部若しくは中学校に通学している者又はこれらを卒業した者のうち、

１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にあるもの。 

●必要なもの ・身体障害者手帳または療育手帳 

・印かん 

●自己負担 サービス料の１割。ただし、所得に応じた負担上限(月額)を設けています。 
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負負担担上上限限月月額額  

区 分 対象者 負担上限月額 

(1) 生活保護 生活保護受給世帯に属する方 

０円 (2) 低所得１ 
市民税非課税世帯に属する方で、本人（１８歳未満の場

合は保護者）の収入が年間８０万円以下の方 

(3) 低所得２ 市民税非課税世帯に属する方で、(2)に該当しない方 

(4) 一般 市民税課税世帯に属する方 ４,０００円 

※ １か月間に利用したサービス量にかかわらず、負担上限月額を超える負担は生じません。 

●問合わせ先 各区地域福祉課  

  

 

７７））  地地域域生生活活支支援援拠拠点点等等のの事事業業所所（（緊緊急急時時のの受受けけ入入れれ・・対対応応））  身身  知知  精精  発発  難難病病  

在宅で生活する障害者児が、介護者の急病等により、在宅での生活が一時的に困難になる場合等の緊急時の

対応として、地域生活支援拠点等の機能（緊急の受け入れ・対応）を担う短期入所事業所を認定しました。 

緊急時においては、下記の堺市地域生活支援拠点等を担う短期入所事業所にご相談ください。 

原則、障害福祉サービスの短期入所（ショートステイ）のサービス決定を受けている必要があります。 
 

事業所名 所在地 電話 FAX 

社会福祉法人南湖会泉嶺ホーム 堺市中区平井４８２番地 ２７７－０３７４ ２７７－０３２５ 

ショートステイあかね 堺市東区日置荘西町８丁１番１号 ２８６－２２６０ ２８６－２２６８ 

ショートステイうてな 堺市西区草部７７５－２ ２７５－３６６０ ２７５－３６６１ 

総合生活支援センターそら/ 

ショートステイそら 

堺市南区栂２０２番地９ ２９１－２６２８ ２９１－２６２９ 

計画相談支援をご利用の方は、まずは指定特定相談支援事業所の担当の計画相談支援員にご相談ください。 
 

８８））  堺堺市市重重症症障障害害者者医医療療的的ケケアア支支援援事事業業  身身    

常時家族の看護が必要な身体障害者（１８歳未満の在宅の身体障害児を含む。）のいる家族に対し、家族の看護

の負担を軽減し、その福祉の増進を図るため、医療的ケアを行う看護師を派遣します。 

●問合わせ先 各区地域福祉課 

  

９９））  手手話話通通訳訳者者・・要要約約筆筆記記者者のの派派遣遣  身身    

聴覚障害者の方が公的機関や医療機関に相談に赴く場合などで、手話通訳・要約筆記を必要とする場合、市に

登録している手話通訳者・要約筆記者を派遣します。 

●問合わせ先 堺市立健康福祉プラザ 視覚・聴覚障害者センター 

 TEL 275-5024  FAX 243-2222 

  

１１００））  盲盲ろろうう者者通通訳訳・・介介助助者者のの派派遣遣  身身    

盲ろう者（視覚と聴覚に重複して重度の障害がある方）で身体障害者手帳の１級又は２級の交付を受けた方に対

して、自立と社会参加を促進するため、日常生活で通訳・介助が必要な時に通訳・介助者を派遣します。 

●問合わせ先 社会福祉法人 大阪障害者自立支援協会（盲ろう者等社会参加支援センター） 

 TEL 06-6748-0587  FAX 06-6748-0589  
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１１１１））  重重度度障障害害者者入入院院時時ココミミュュニニケケーーシショョンン支支援援事事業業  身身  知知  精精  発発  難難病病  

重度の障害のため意思疎通に支援が必要な方が入院した場合に、本人をよく知るホームヘルパーやガイドヘル

パーを「コミュニケーション支援員」として病院に派遣し、医療従事者との円滑な意思疎通の仲介を図り、安心して医

療を受けられる環境を確保します。月５０時間まで。 

●対象者 

 

次の要件を全て満たす者（ただし、施設入所者及び就学前児童は対象外） 

（１）堺市から「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「重度障害者等包括支援」「移動

支援」｢同行援護｣のいずれかの支給決定を受けている者 

（２）障害支援区分認定調査項目６「認知機能」群のうち、「コミュニケーション」の項目に

おいて「日常生活に支障がない」以外である者又は「説明の理解」の項目が｢理解で

きる｣以外の者（「移動支援」利用の場合は準じる者） 

 ※平成３０年４月の法改正により、障害支援区分６の利用者については重度訪問介護

での利用となります。 

●自己負担 なし 

●問合わせ先 各区地域福祉課又は各保健センター 

 

重度訪問介護、同行援護、行動援護を利用する障害者を対象に、就業中や就業に伴う移動中または休憩時間中

の日常生活の支援を実施します。 

●問合わせ先 各区地域福祉課又は各保健センター 

 

福祉施設の利用や居宅でのホームヘルプサービス、通所サービスなどの福祉サ―ビスは、自分で選んで利用す

る仕組みになっています。しかし自分で選んだというものの、 事前に聞いていた内容、または契約した内容と違って

いたり、今、受けているサービスに疑問や不満を感じている方もいらっしゃるかもしれません。このような福祉サービ

スの苦情を解決するために、設置されています。  

●問合わせ先 大阪府社会福祉協議会 運営適正化委員会 

大阪市中央区中寺 1 丁目 1 番 54 号 大阪社会福祉指導センター1 階 

専用電話 06-6191-3130 

（月～金 午前１０時～午後４時、土・日・祝日・年末年始を除く。） 

FAX 06-6191-5660 

 

１１２２））  重重度度障障害害者者就就業業支支援援事事業業    身身  知知  精精        

１１３３））  福福祉祉ササーービビススのの苦苦情情窓窓口口ののごご案案内内      身身  知知  精精  発発  難難病病  
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